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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
二
次
感
染
問
題
を
中
心
と
し
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
「
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
）
に
よ
る

二
次
感
染
疑
い
事
例
（
平
成
三
年
二
月
）
に
係
る
調
査
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
九
月
八
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
結

核
感
染
症
課
事
務
連
絡
）
及
び
「
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
お
た
ふ
く
か
ぜ
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
）
に
よ

る
二
次
感
染
疑
い
事
例
（
平
成
三
年
二
月
）
に
係
る
再
調
査
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
付
け
厚
生
労
働
省
健

康
局
結
核
感
染
症
課
事
務
連
絡
）
に
よ
り
、
北
海
道
庁
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
二
次
感
染
に
係
る
検
査
を
実
施
し
た
北
海
道

立
衛
生
研
究
所
の
職
員
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
依
頼
し
、
同
庁
か
ら
、
当
該
職
員
は
御
指
摘
の
二
次
感
染
に
係
る
検
査

の
結
果
に
つ
い
て
旧
厚
生
省
及
び
北
海
道
庁
に
対
す
る
報
告
を
行
っ
て
い
な
い
旨
の
回
答
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
本
件
に
つ
い
て
調
査
を
尽
く
し
て
い
な
い
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

一
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
二
次
感
染
に
係
る
検
査
を
実
施
し
た
北
海
道
立
衛
生
研
究
所

一



の
職
員
は
、
当
該
検
査
の
結
果
を
旧
厚
生
省
及
び
北
海
道
庁
に
対
し
て
報
告
し
て
い
な
い
旨
回
答
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の

「
ど
の
よ
う
な
経
路
で
、
い
つ
知
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
議
事
録

は
、
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
二
次
感
染
に
係
る
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
確
認
し
た
限
り
で
は
、
国
立
予
防
衛
生
研

究
所
か
ら
の
旧
厚
生
省
に
対
す
る
報
告
の
有
無
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六

月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
五
七
号
）
一
の
（
二
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
山
田
章
雄
氏
は
、
旧
厚
生

省
に
対
し
て
御
指
摘
の
二
次
感
染
の
事
実
を
報
告
し
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

平
成
元
年
九
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
の
議
事
概
要

に
お
い
て
は
「
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
の
有
用
性
に
疑
い
は
な
い
」
、
「
緊
急
安
全
性
情
報
と
す
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。

二



ま
た
、
平
成
元
年
十
二
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
の

資
料
に
は
「
医
薬
品
と
し
て
の
有
用
性
を
認
め
う
る
限
界
近
く
に
位
置
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

当
時
の
認
織
と
し
て
無
菌
性
髄
膜
炎
の
リ
ス
ク
は
存
在
し
、
使
用
上
の
注
意
の
改
訂
に
よ
る
注
意
喚
起
で
の
対
応
を
検
討
し

た
も
の
の
、
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
の
有
効
性
と
の
比
較
衡
量
に
よ
る
「
医
薬
品
と
し
て
の
有
用
性
」
は
あ
る
と
の
見
解
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
時
、
御
指
摘
の
よ
う
な
認
識
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
の
（
二
）
に
つ
い
て

平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
の
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
の
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
の
当
面
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
意
見
）
」
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
実
施
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る

と
し
た
の
は
、
財
団
法
人
阪
大
微
生
物
研
究
会
の
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
無
菌
性
髄
膜
炎
の
発
生
頻
度
が
、
他
の

株
に
比
べ
て
明
ら
か
に
低
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
市
町
村
か
ら
の
発
生
報
告
に
漏
れ
が
な
い
か
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
必

要
が
あ
り
、
ま
た
、
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
占
部
株
に
つ
い
て
は
、
二
次
感
染
の
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り
、
他
に

同
様
の
事
例
が
な
い
か
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
二
次
感
染
の
事
実
の
ほ
う
が

三



接
種
見
合
わ
せ
の
理
由
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
議
事
録
は

作
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
記
載
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
の
（
一
）
、
（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
五
件
の
事
案
、
御
指
摘
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
御
指
摘
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
御
指
摘
の
ワ
ク
チ

ン
株
を
同
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
か
ら
平
成
五
年
四
月
ま
で
の
間
に
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事
審
議
会

常
任
部
会
、
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
及
び
同
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
並
び
に
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
で

検
討
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
ら
の
議
事
概
要
等
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
二
例
の
髄
膜
炎
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
承
認
申
請
書
の
添
付
資
料
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
当
該
添
付
資
料
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
に
起
因
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
記
載
し
た
こ
と
が
記
述

さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
臨
床
と
ウ
イ
ル
ス
、
第
十
七
巻
二
号
、
平
成
元
年
六
月
刊
」
に
あ
る
と
お
り
、
「
野
生
株
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
髄
膜
炎
に
つ
い
て
記
載
が
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

四
の
（
二
）
に
つ
い
て

四



平
成
元
年
九
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
の
議
事
概
要

に
お
い
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
研
究
結
果
か
ら
み
て
、
鑑
別
法
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
今
回
発
表
し
た
方
法
を
、
正
式
な
鑑
別
法
と
し
て
認
知
す
る
に
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
が
導
入
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
お

尋
ね
の
よ
う
に
、
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
の
研
究
者
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
ワ
ク
チ
ン
由
来
の
髄
膜
炎
が
発
生
す

ぴ
ょ
う

る
こ
と
を
想
定
し
、
信
憑
性
に
疑
問
が
あ
っ
た
プ
ラ
ー
ク
サ
イ
ズ
法
に
か
わ
る
株
鑑
別
法
と
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
を
応
用
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
当
該
議
事
概
要
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

四
の
（
三
）
に
つ
い
て

占
部
株
か
ら
製
造
さ
れ
た
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
が
含
有
さ
れ
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
自

主
的
な
製
造
及
び
販
売
の
中
止
に
関
す
る
正
式
な
情
報
を
入
手
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
平
成
元
年
十
月
二
十
五
日
及

び
同
年
十
二
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
特
別
部
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
並
び
に
同
月
二

十
日
に
開
催
さ
れ
た
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
予
防
接
種
委
員
会
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
で
の
当
該
ワ
ク
チ
ン
の
自

主
的
な
製
造
中
止
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
御
指
摘
の
文
献
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
当
該
調

五



査
会
及
び
当
該
委
員
会
の
議
事
概
要
等
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

五
に
つ
い
て

各
行
政
機
関
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
帳
簿
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル

（
能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
行
政
文
書
の
適
切
な
保
存
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
相
互
に

密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
っ
て
、
当
該
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
も
の
の
う
ち
、
当
該
保
存
期
間
の
満
了
日
前
の
も
の
に
限
る
。
）
の
集
合
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
に
、
お
尋

ね
の
（
一
）
か
ら
（
十
二
）
ま
で
の
予
防
接
種
、
医
薬
品
又
は
疾
病
の
名
称
が
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
保
存

す
る
行
政
機
関
別
に
、
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
（
十
二
）
が
一
冊
、
総
務
省
に
お
い
て
（
七
）
が
二
冊
、
法
務
省
に
お
い
て

（
十
二
）
が
二
冊
、
外
務
省
に
お
い
て
（
七
）
が
百
三
十
八
冊
、
（
十
二
）
が
一
冊
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
（
七
）
が
二

冊
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
（
二
）
が
六
冊
、
（
三
）
が
百
十
八
冊
、
（
四
）
が
四
十
冊
、
（
五
）
が
七
冊
、
（
六
）
が
七

冊
、
（
七
）
が
四
百
七
十
一
冊
、
（
十
）
が
九
冊
、
（
十
一
）
が
四
冊
、
（
十
二
）
が
二
十
七
冊
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て

（
十
二
）
が
二
冊
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
（
十
二
）
が
二
冊
、
環
境
省
に
お
い
て
（
三
）
が
一
冊
、
防
衛
省
に
お
い
て

六



（
九
）
が
一
冊
確
認
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
例
え
ば
、
外
務
省
で
確
認
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
国
際
協
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
等
、

こ
れ
ら
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
は
、
（
一
）
か
ら
（
十
二
）
ま
で
の
各
事
件
に
関
連
し
な
い
も
の
が
あ
り
得
る
こ
と
、

ま
た
、
こ
れ
ら
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
に
、
お
尋
ね
の
（
一
）
か
ら
（
十
二
）
ま
で
の
予
防
接
種
、
医
薬
品
又
は
疾
病

の
名
称
が
含
ま
れ
な
い
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
も
、
（
一
）
か
ら
（
十
二
）
ま
で
の
各
事
件
に
関
連
す
る
可
能
性
が

あ
る
も
の
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
の
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
数
を
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
薬
害
研
究
資
料
館
の
設
立
に
つ
い
て
は
、
「
薬
害
再
発
防
止
の
た
め
の
医
薬
品
行
政

等
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
最
終
提
言
）
」
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日
）
を
踏
ま
え
、
今
後
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

七


